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地域科学技術関係法令・政策文書等 

 

 

 １ 科学技術基本法 （抄）（平成７年法律第 130 号） 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体

の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

 

 

 ２－１ 第２期科学技術基本計画 （抄）（平成 13 年３月 30 日閣議決定） 

 
第２章 重要政策 
II．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革 
３．地域における科学技術振興のための環境整備 
 経済社会のグローバル化の進展や情報通信技術の急速な進展・普及の影響は、地域にも
直接及んでいる。今や、地域の産業は、単に国内にとどまらず、世界の中での競争にさら
されている。一方、優れた科学技術の成果を活用することにより、地域の産業が迅速かつ
容易に世界市場に参入することも可能である。 

このような状況の下、地域の研究開発に関する資源やポテンシャルを活用することによ
り、我が国の科学技術の高度化・多様化、ひいては当該地域における革新技術・新産業の
創出を通じた我が国経済の活性化が図られるものであり、その積極的な推進が必要である。 

このため、以下の取組を行う。 
（１）地域における「知的クラスター」の形成 

 「知的クラスター」とは、地域のイニシアティブの下で、地域において独自の研究開
発テーマとポテンシャルを有する公的研究機関等を核とし、地域内外から企業等も参画
して構成される技術革新システムをいう。 

具体的には、人的ネットワークや共同研究体制が形成されることにより、核をなす公
的研究機関等の有する独創的な技術シーズと企業の実用化ニーズが相互に刺激しつつ連
鎖的に技術革新とこれに伴う新産業創出が起こるシステムである。このようなシステム
を有する拠点を発展させることにより、世界水準での技術革新の展開が可能であり、国
としてもその構築を促進することが必要である。 

地域のイニシアティブの下での知的クラスター形成を、効果的・効率的に実現するた
め、国は、共同研究を含む研究開発活動の推進、人材の養成・確保、技術移転機能等の
充実を図る。 

また、国や独立行政法人等の研究開発機能については、地方公共団体と連携を図りつ
つ、地域展開を図ることが必要である。  

（２）地域における科学技術施策の円滑な展開 
 科学技術の多様な展開を図るためには、地域の大学等の公的研究機関が独自の研究ポ
テンシャルを発揮するとともに、研究成果の企業化・実用化を図っていくことが重要で
ある。 

このため、地域の研究開発活動に対して、技術の活用について評価を行う、いわゆる
「目利き」などの人材の養成・確保やコーディネート機能の強化、地域間の連携も視野
に入れた技術移転の推進等科学技術施策の地域における円滑な展開を図る。 

地方公共団体のイニシアティブの下で進める科学技術振興に際して、地元の国立大学
等の公的研究機関と地方公共団体とが一層の連携・協力を進められるように努め、地域
主導の産学官連携の更なる推進を図る。 
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２－２ 第３期科学技術基本計画 （抄）（平成 18 年３月 28 日閣議決定） 

 

第３章 科学技術システム改革 

２．科学の発展と絶えざるイノベーションの創出 

（４）地域イノベーション・システムの構築と活力ある地域づくり 

地域における科学技術の振興は、地域イノベーション・システムの構築や活力ある地域づく

りに貢献するものであり、ひいては、我が国全体の科学技術の高度化・多様化やイノベーショ

ン・システムの競争力を強化するものであるので、国として積極的に推進する。また、地域住

民の安全・安心で質の高い生活の実現や、創造的で魅力ある地域社会と文化形成などにも寄与

するものとして、広がりのある活動を振興する。 

① 地域クラスターの形成 

 地域クラスターの形成には、産学官連携による研究開発だけでなく、金融の円滑化、創業

支援、市場環境整備、協調的ネットワーク構築などの様々な活動が必要であり、地域の戦略

的なイニシアティブや関係機関の連携の下で長期的な取組を進める。 

 国は、地域のイニシアティブの下で行われているクラスター形成活動への競争的な支援を

引き続き行う。その際、クラスター形成の進捗状況に応じ、各地域の国際優位性を評価し、

世界レベルのクラスターとして発展可能な地域に重点的な支援を行うとともに、小規模でも

地域の特色を活かした強みを持つクラスターを各地に育成する。 

 

② 地域における科学技術施策の円滑な展開 

 地域科学技術施策の推進に当たっては、地方公共団体が積極的役割を果たすことを期待す

るとともに府省間の縦割りを排し府省連携を強化する。 

 地域における産学官連携の推進には、コーディネーター機能の強化が重要であり、その支

援体制の充実やコーディネーター間のネットワーク形成等を支援する。 

 また、インターンシップなど地域の大学と地域産業との連携による人材育成を促進する。

また、地域における国の公的研究機関は、自らシーズを創出・発信するとともに、地域の大

学等と連携しつつ、地域産業のニーズにも対応していくことが期待される。地方公共団体の

公設試験研究機関は、地域産業・現場のニーズに即した技術開発・技術指導等を行っている

が、これまでの活動成果の検証等を踏まえて、それぞれの特色や強みを活かした業務への選

択と集中、さらには地域間の広域的な連携等を図りつつ、地域の産学官連携に効果的な役割

を果たすことが期待される。 

 

 

２－３ 第４期科学技術基本計画 （抄）（平成 23 年８月 19 日閣議決定） 

 

Ⅱ．将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現 

５．科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革 

（２）科学技術イノベーションに関する新たなシステムの構築 

③ 地域イノベーションシステムの構築 

 地域レベルでの様々な問題解決に向けた取組を促し、これを国全体、さらにはグローバ

ルに展開して、我が国の持続的な成長につなげていくためには、それぞれの地域が持つ強

み、多様性や独自性、独創性を積極的に活用していくことが重要である。今回の東日本大

震災では、東北及び関東地方の沿岸域を中心とした地域が壊滅的な被害を受けた。国とし

ては、これらの地域の特色、地域がこれまで培ってきた伝統等を活かすなど、科学技術イ

ノベーションを積極的に活用した新たな取組を優先的に推進し、ベンチャー起業の活性化

等によって、地域の復興、再生を速やかに実現していく必要がある。また、地方の財政状

況が厳しい中、それぞれの地域で科学技術の振興が必ずしも定着していない状況にあるこ

とから、地域がその強みや特性を活かして、自立的に科学技術イノベーション活動を展開

できる仕組みを構築する。 
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＜推進方策＞ 

・ 国は、地方公共団体や大学、公的研究機関、産業界が連携、協力して、地域が主体的

に策定する構想のうち優れたものについて、研究段階から事業化に至るまで連続的な展

開ができるよう、関係府省の施策を総動員して支援するシステムを構築する。・ 国は、

優れた成果をあげている地域クラスターが、当該地域における自律的な成長の核として、

更に重要な役割を果たすことができるよう、研究開発の推進に加えて、研究開発におけ

るネットワークの形成、人材養成及び確保、知的財産活動等に関する重点的な支援を行

う。 

・ 国は、被災地域等を中心として、地方公共団体、大学、公的研究機関、産業界等と連

携し、特区制度も活用しつつ、官民の関連研究機関が集積した新たな研究開発イノベー

ションの国際的拠点等の形成について検討する。 

・ 国は、被災地域がそれぞれの特色を活かして飛躍的に発展することができるよう、こ

れまで実施されている優れた取組に重点的支援を行うとともに、全国の大学等の知を結

集して研究開発等によって新たな産業の創成を目指す取組を推進する。 

・ 国は、地域における研究開発やマネジメント、産学官連携や知的財産活動の調整を担

う人材の養成及び確保を支援する。また、国は、大学や公的研究機関が、人材養成や産

学官連携、知的財産活動において、地域貢献機能を強化する取組を支援する。 
 

２－４ 第５期科学技術基本計画 （抄）（平成 28 年１月 22 日閣議決定） 

 

第５章 イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築 

（５）「地方創生」に資するイノベーションシステムの構築 
人口減少と高齢化は我が国が直面する大きな課題であるが、とりわけ地方においては、少

子高齢化の進展に的確に対応し、地域から新たなビジネスや経済活動を創出し域内経済の活
性化を図ることが必要である。一方、イノベーションを創出するための強みや芽が様々な地
域に存在している。こうした地域の魅力を生かし、新しい製品やサービスの創出、既存産業
の高付加価値化が図られていくためには、地域に自律的・持続的なイノベーションシステム
が構築されることが重要である。 

我が国ではこれまで、各地域の特性を考慮したクラスター施策や、地域の大学の技術シー
ズ等を核とする地域施策を実施してきた。しかしながら、地域内に閉じがちで域外の資源の
活用には限界があった、全国一律で施策が展開されたことにより十分に地域性を引き出すに
至らなかった、持続的に地域に根付かせる取組に欠けていた等の状況にある。 

国はこうした点も念頭に置き、地域主導による科学技術イノベーションを支援し、もって
地方創生を推進することが必要である。 

 
② 地域の特性を生かしたイノベーションシステムの駆動 
 地域の多様な資源や技術シーズ等を生かし、イノベーションの芽として効果的に育ててい
くためには、知的蓄積を有する大学、高等専門学校、研究開発法人及び公設試験研究機関（以
下「公設試」という。）等の公的研究機関、地域の企業、地方自治体及び地域金融機関等、
多様な関係者が地域の特性に応じて連携することが重要である。そうしたシステムを地域に
根付かせるためには、産学官の共同研究を取りまとめる人材、地域の潜在力を引き出し事業
創出する人材、ベンチャー企業の設立や成長を支える人材等、地域内外の資源や専門家の間
を適切につないでいく人材の存在が不可欠である。 

このため、国は、関係府省が連携しつつ、地域と協働し、そのような人材の育成や地域へ
の定着に注力し、イノベーションが地域力の強化と地域経済の活性化を促し、地域の若手人
材の増加・活躍、地域社会の再興といった自律的な好循環を生み出すよう適切に支援する。
また、公設試、研究開発法人及び大学等の連携を図る等、技術シーズを事業化につなぐ橋渡
し機能や、マッチング機能の強化について、地域及び全国レベルで促進する。 
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③ 地域が主体となる施策の推進 
国は、自身の強みや独自性を生かしたイノベーションシステムを地域が主体的に構築する

ことを促進し、地域が自律的かつ持続的に成長するよう支援することが必要である。その際、
イノベーションの仕掛け作りから実質的な成果として地域で事業創出につながるまでには十
年単位の期間がかかり得ることも念頭に置いて、施策を講じていく必要がある。また、地域
が主導した多様な成功事例や事業化にまで至らなかった事例等の要因を抽出して、他の地域
とも広く情報を共有していくことや、地域の産業構造や経済等に係る動態を分析する等の支
援を行うことが重要である。 

総合科学技術・イノベーション会議は、まち・ひと・しごと創生本部や知的財産戦略本部
等と連携し、中小企業支援を実施している様々な公的機関等の取組も併せ、主体となる地域
が関係施策を総動員して取り組めるよう環境整備を進める。その際、地域はどのような状況
に置かれているか、個々の強みや特性に即したイノベーション創出に向けた明確な戦略が構
築され機能しているか、地方自治体をはじめとする地域自身の主体的なコミットメントが存
在するか等を継続的に把握した上で、必要に応じ関係府省と連携して対応を検討するなど、
従来以上に国の関係機関が一体となって地域の取組を支援できる体制作りを図る。また、こ
のような取組の成果は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、都道府県及び市町村が策
定するまち・ひと・しごと創生総合戦略の実効ある実施や改訂作業に寄与するよう、地域に
も広く共有を図る。 

 

３－１ 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 （抄）（令和元年 12 月 20 日閣議決定） 

本論 第２期における地方創生 

第２章 第２期における施策の方向性 

【基本目標１】稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

１－１ 地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

（１）地域資源・産業を活かした地域の競争力強化 

⑤継続的な地域発イノベーション等の創出 

 魅力ある雇用機会を地域に継続的に生み出し続けるためには、地域企業等によるイノベーション

を継続的に創出し、地域産業の競争力強化を進めることが必要である。 

 これまでも政府を中心に様々なイノベーション施策が展開され、各地域においてもイノベーショ

ン創出の取組が行われてきているが、海外に比べてまだ広がりは不十分であり、大学等の機能・リ

ソースを十分に活用できているとは言えない状況にある。急速な技術革新の流れの中で、従来以上

に地域の知の拠点である地方大学、研究機関、大企業等と地域の将来を担う企業の連携を強化する

必要がある。 

 このため、イノベーションの継続的な創出に向け、地域の企業、大学等を巻き込み、地域資源を

活用したイノベーションエコシステムの構築に取り組む。また、産学金官の連携による地域の資源

と資金を活用した雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上げや、地域経済循環の拡大とともに

災害時の自立エネルギー供給を可能とする地域エネルギーシステムの構築を進めるほか、未来技術

の社会実装やシェアリングエコノミーを活用した取組を進めるとともに、地域の社会的課題を解決

するために住民も巻き込んだイノベーションの推進に向けて新たな事業を立ち上げる地方公共団体

の取組を支援する。 

 

付属文書 政策パッケージ 

【基本目標１】稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

（１）地域資源・産業を活かした地域の競争力強化 

⑤継続的な地域発イノベーション等の創出 

ⅰ地域発のイノベーションの継続的な創出の促進 

⒜地域発のイノベーションの継続的な創出に向けて、地域が有するシーズを核とした事業化や地

域産業を担う人材養成の場の形成などの取組への支援を引き続き推進する。また、地域を構成す

る多様なアクターが結集し、多様な地域資源により当該地域の社会課題を自律的に解決し続け、

地方創生や地域の目指す将来像を実現する仕組みの構築や、地域内で必要な人材を着実に育成し、
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確保していく仕組みの確立を目指し、地域の社会課題を科学技術イノベーションにより解決する

取組を支援する。 

（文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課） 

 

 

３－２ まち・ひと・しごと創生基本方針 2019 （抄）（令和元年６月 21 日閣議決定） 

Ⅴ．各分野の施策の推進 

１．地方にしごとをつくり安心して働けるようにする、これを支える人材を育て活かす 

（２）新しい産業の創出と社会的課題に対応する地域経済社会システムの構築 

◎地域発のイノベーションの継続的な創出の促進 

・大学と地方公共団体の連携の下、事業化経験を持つ人材を活用しながら、地域が有する特徴あ

る資源を核とした事業化を目指す取組を支援することで、地域経済の活性化に寄与する。加え

て、地方公共団体が抱える社会課題を地域内外の大学等の科学技術イノベーションにより解決

する取組の支援を通じて、地域における新たな産業創出や価値創造、社会変革につなげる。 

 

４ 統合イノベーション戦略 2019 （抄）（令和元年６月 21 日閣議決定） 

第Ⅱ部 

第２章 知の創造 

（１）大学改革等によるイノベーション・エコシステムの創出 

② 目標達成に向けた施策・対応策 

＜ボーダレスな挑戦（国際化、大型産学連携）＞ 

《オープンイノベーションの推進》 

◯ 地域の大学等の特色ある研究シーズや事業化経験を持つ人材の活用を通じて、地域から新産

業を創出する取組を推進する。また、地域の未来ビジョン実現の障壁となる社会課題を大学等

の科学技術イノベーションで解決することにより、社会変革を目指す取組を推進する。 


